
副会長代表

金井　豊
理事長

二矢清孝

〇大津市 〇高島市

〇守山市 〇草津市 野洲市 湖南市 〇甲賀市

栗東市

〇近江八幡市 〇東近江市 〇彦根市 多賀町 日野町

甲良町 豊郷町 愛荘町 竜王町

◎長浜市 米原市

　　・申立人～（本人、違反行為を見て認識した人、18歳未満は保護者可）

　　・別紙「救済申立書」に必要事項を記入し、関係する窓口に手交または郵送で提出。

　※中体連、高体連関係の事案は、学校及び教育委員会等も関係しますので、連盟独自の判断ができない
　　 場合があります。

その他 ・高体連専門委員長　　　・中体連専門委員長　　　・小学生連盟理事長　　　・県連正副理事長

指導基本規定違反救済申立委員会の設置と申立受付窓口について

◇申立方法

湖南地区
（３名）

斉木達也
北村和成
野口正子

湖東地区
（３名）

中塚靖彦
西堀正範
細川硯司

湖北地区
（２名）

木口博文
澤村命史

代表選手経験者

救済委員会
事務局

　レディース・小学生連盟理事長
　中・高体連専門委員長、県連副理事長

指導規定普及委員     （申立ての相談窓口、県連への取り次ぎ）  所属市町

湖西地区
（２名）

朽木孝晴
馬場昌則

救済申立処理委員会 （調査、調定・勧告、処分・活動停止の審議）

委員長
松井博史 

*委員会組織

３～５名（任期４年）

第三者委員は、
役員・現役選手以外

第三者

副委員長
高森　初江

県連役員

委　員
中塚　豊

◇指導基本規定違反救済申立処理委員会（県内組織）           2022年度～2025年度

日本ソフトテニス連盟

滋賀県ソフトテニス連盟・日連評議委員

県連盟役員会
二  矢  清  孝


